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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセス工場のオペレータに提示される情報に注意を引き付けるための方法であって、
　電子プロセス工場表示ディスプレイを提示することと、
　プロセス工場データを収集することと、
　プロセス工場の一部分を同定するためにプロセス工場データを処理することと、
　前記プロセス工場の前記オペレータが前記電子プロセス工場表示ディスプレイと交信し
ているか否かを決定することと、
　前記プロセス工場の前記オペレータが前記電子プロセス工場表示ディスプレイと交信し
ていないと決定された場合に、プロセス工場表示ディスプレイの前記同定された一部分を
除く実質的に全ての部分を少なくとも部分的に暗くして不明瞭にするように電子プロセス
工場表示ディスプレイを修正変更することと、
　を含む方法。
【請求項２】
　電子プロセス工場表示ディスプレイを修正変更することは、
　プロセス工場表示ディスプレイの前記同定された一部分を囲む幾何学的領域を同定する
ことと、
　電子プロセス工場表示ディスプレイの幾何学的領域外部の部分を暗くして不明瞭にする
ことと、
　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　電子プロセス工場表示ディスプレイの幾何学的領域内部の第２の部分が、暗く不明瞭に
なっていないか及び修正変更されていないかのうちの少なくとも一つであることを特徴と
する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　電子プロセス工場表示ディスプレイの幾何学的領域外部の前記部分が、色の彩度を低減
させたものか、外観的に可視度を低下させたものか、及び部分的に半透明な画像層を重ね
て表示させたもののうちの少なくとも一つであることを特徴とする、請求項２又は請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　プロセス工場の前記同定された一部分が、新規アラームのいずれかまたは全て、アラー
ム起動における変化、多大に逸脱するプロセス変量、状態変更、フラグ、フラグ変化、新
規項目、新規変動、直近の状態変化、一団となって発生するアラーム、変化率の逸脱、入
力不良、厄介な制御ループ、装置の不具合、慢性的なバルブの付着、及び故障・不具合の
うちの少なくとも一つに対応することを特徴とする、請求項２～４の何れか１項に記載の
方法。
【請求項６】
　 幾何学的領域が円形領域、楕円形領域、星型領域及び長方形領域のうちの少なくとも
一つを成すことを特徴とする、請求項２～５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　プロセス工場の前記一部分がプロセス工場の一台の設備と関連付けられていることを特
徴とする、請求項１～６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　プロセス工場表示ディスプレイがアクティブな表示ウィンドウを構成することを特徴と
する、請求項１～７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　表示ディスプレイと、
　表示ディスプレイにオペレータ・アプリケーションを提示するためのオペレータ用表示
モジュールと、
　プロセス工場の一部分を同定するためプロセス工場のデータを分析するとともに、前記
プロセス工場の前記オペレータが前記表示ディスプレイと交信しているか否かを決定し、
前記プロセス工場の前記オペレータが前記表示ディスプレイと交信していないと決定され
た場合に、プロセス工場の同定された一部分を含まないオペレータ・アプリケーションの
一部分を暗くして不明瞭にするスポットライタ（スポットライト表示機構）と、
　を含むことを特徴とする、オペレータステーション機器。
【請求項１０】
　プロセス工場の前記同定された一部分が、新規アラームのいずれかまたは全て、アラー
ム起動における変化、多大に逸脱するプロセス変量、状態変更、フラグ、フラグ変化、新
規項目、新規変動、直近の状態変化、一団となって発生するアラーム、変化率の逸脱、入
力不良、厄介な制御ループ、装置の不具合、慢性的なバルブの付着、及び故障・不具合の
うちの少なくとも一つに対応することを特徴とする、請求項９に記載のオペレータステー
ション機器。
【請求項１１】
　オペレータ・アプリケーションの前記同定された一部分を囲む幾何学的領域を同定する
とともにオペレータ・アプリケーションの幾何学的領域外部の部分を暗くして不明瞭にす
ることによりスポットライタがオペレータ・アプリケーションの前記一部分を暗くして不
明瞭にすることになっていることを特徴とする、請求項９又は１０に記載のオペレータス
テーション機器。
【請求項１２】
　オペレータ・アプリケーションの幾何学的領域内部の第２の部分が、暗く不明瞭になっ
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ていないか、及び修正変更されていないかのうちの少なくとも一つであることを特徴とす
る、請求項１１に記載のオペレータステーション機器。
【請求項１３】
　スポットライタが、色の彩度を低減させることによるか、外観的に可視度を低下させる
ことによるか、及びオペレータ・アプリケーションの幾何学的領域外部の部分に画像イメ
ージを重ねて表示させることによるかのうちの少なくとも一つの方法で幾何学的領域外部
のオペレータ・アプリケーションの前記一部分を暗くして不明瞭にすることを特徴とする
、請求項１１又は請求項１２に記載のオペレータステーション機器。
【請求項１４】
　オペレータステーション機器が、プロセス工場制御システムのオペレータステーション
を備えることを特徴とする、請求項９～１３の何れか１項に記載のオペレータステーショ
ン機器。
【請求項１５】
　オペレータ・アプリケーションを提示し、スポットライタが前記同定された一部分を除
いてオペレータ・アプリケーションの実質的に全ての部分を暗くして不明瞭にすることを
可能にするためのオペレーティングシステムを更に含む請求項９～１４の何れか１項に記
載のオペレータステーション機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概してプロセス工場に関し、より具体的には電子表示ディスプレイを介して
プロセス工場のオペレータに提示される情報に注意を引き付けるための方法及び機器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　グラフィックベースのプロセス工場オペレータ用表示ディスプレイは、プロセス工場の
動作に関する情報をユーザ及び又はオペレータに提供するべくプロセス制御業界の至る所
に普及して使用されている。増加の一途をたどる量の情報をますます人数が減少する工場
要員に表示するために、より複雑な且つ又はより大型の表示ディスプレイが使用されてい
る。かかるオペレータ用表示ディスプレイは幅広いユーザのニーズを満たす。例えば、オ
ペレータ用表示ディスプレイによって、オペレータ及び又はプロセス制御エンジニアは、
各自のプロセス工場の表示構成を含むようにカスタマイズしてグラフを構成できるように
なり、それによって、各自の工程(複数可)を表示して検覧したり、工程及び又は工場の状
態を迅速に理解したり、設備を制御したりバッチを実行したり、工程を修正変更したりロ
グを入力したり、生産データを表示して検覧したり、放出データを引き出したりなど行え
るようになる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　プロセス工場のオペレータに提示される情報に注意を引き付けるための本明細書に開示
される例示的な方法は、電子プロセス工場表示ディスプレイを提示することと、プロセス
工場データを収集することと、プロセス工場の一部分を同定するためにプロセス工場デー
タを処理することと、プロセス工場表示ディスプレイの同定された一部分を除く実質的に
全ての部分を少なくとも部分的に暗くして不明瞭にするように電子プロセス工場表示ディ
スプレイを修正変更することと、を含む。
【０００４】
　開示される例示的なオペレータステーション機器は、表示ディスプレイと、表示ディス
プレイにオペレータ・アプリケーションを提示するためのオペレータ用表示モジュールと
、プロセス工場の一部分を同定するとともにオペレータ・アプリケーションの一部分（但
しこの場合該オペレータ・アプリケーションの一部分は該プロセス工場の同定された一部
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分を含まない）を暗くして不明瞭にするべくプロセス工場のデータを分析するためのスポ
ットライタ(スポットライト表示機構)と、を備えている。
【０００５】
　プロセス工場のオペレータに提示される情報に注意を引き付けるための本明細書に開示
される別の例示的な方法は、電子プロセス工場表示ディスプレイを提示することと、プロ
セス工場データを収集することと、プロセス工場の一部分を同定するためにプロセス工場
データを処理することと、プロセス工場表示ディスプレイの同定された一部分を囲む幾何
学的領域を同定することと、幾何学的領域の内部に表されるプロセス工場の一部分に注意
を引き付けるべく幾何学的領域の内部に電子プロセス工場表示ディスプレイの一部分を強
調表示することと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の教示に従って構成された例示的なプロセス制御システムの概略図である
。
【図２】図１の例示的なオペレータステーションを実施する例示的な方法を示す略図であ
る。
【図３】オペレータ用表示画面及び又はアプリケーション、更に一般的には図１の例示的
なオペレータステーションを実施するために使用しうる例示的なユーザーインタフェース
を示す略図である。
【図４】オペレータ用表示画面及び又はアプリケーション、更に一般的には図１の例示的
なオペレータステーションを実施するために使用しうる例示的なユーザーインタフェース
を示す略図である。
【図５】オペレータ用表示画面及び又はアプリケーション、更に一般的には図１の例示的
なオペレータステーションを実施するために使用しうる例示的なユーザーインタフェース
を示す略図である。
【図６】図１の例示的なオペレータステーションを実施するために行いうる例示的なプロ
セスの代表的なフローチャート描写表現を示す図である。
【図７】図６の例示的な工程及び又は、更に一般的には図１の例示的なオペレータステー
ションを行うために使用し且つ又はプログラムしうる例示的なプロセッサ・プラットフォ
ームの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　制御室環境において、プロセス工場オペレータ用表示ディスプレイは、プロセスのあら
ゆる部分、プロセス用設備、更に制御システム自体に関する概要情報と詳細情報を、プロ
セス工場のオペレータおよびその他の工場製造要員に提供する。プロセス工場オペレータ
用表示ディスプレイは制御室における主な焦点であるので、多くの場合、電話、ライブビ
デオ映像、ログ帳及び又はその他の装置などのその他の設備により囲まれている。工場要
員が行わなければならない多くの作業をサポートするべく、オペレータ用表示ディスプレ
イには多くの場合ナビゲーション・リンクが含まれており、それによって、工場要員はス
ケジュール設定、マテハン、作業現場での手順などに関係する情報にアクセスできるよう
になる。かかる装置及び又は機能は、ユーザ及び又はオペレータ間の共同作業を向上でき
、且つ又はオペレータの効率を向上できるとともに、プロセス工場オペレータの注意を引
き付けるよう争う情報の付加的なソースに相応する。
【０００８】
　場合によって、オペレータは、（特に勤務時間外および週末に）彼ら自身で支援者の限
られた状態において作業を行わなければならない時があり、且つ又はオペレータ・アプリ
ケーションから離れなければならいような仕事を行う必要があることありうる。かかる状
況においては、工程、工程設備および制御システムの機能が、オペレータの関与なしに問
題を診断するのに使用でき、生じる可能性の高い状態（例えば、バルブの付着、配管の閉
塞、ヒータの汚れなどが発生する可能性のある場合）に関して事前の警告をオペレータに
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提供できることが重要である。例えば、「異常状態予防」技術および技法を組み込むこと
は、制御システムの重要な機能特性になってきている。但し、たとえかかる技術を使用し
ても、プロセス工場のオペレータは、彼らの注意を引き付けるよう争う多くの情報に遭遇
する。スポットライト表示によって、たとえ遠く離れた所から表示ディスプレイを見ると
しても、重要な工程変更に関する明白な可視化指標を提供することができる。なおまた、
スポットライト表示により、オペレータがオペレータ用表示ディスプレイ及び又はアプリ
ケーションに戻った時、且つ又はオペレータ用表示ディスプレイ及び又はアプリケーショ
ン内で一つのアクティブな表示ウィンドウから別の表示ウィンドウに変えた時に、重要な
工程変更を容易に同定できるように明白な可視化指標を提供できる。
【０００９】
　また、コンピューティング装置および視覚表示装置技術も著しい進歩をとげている。こ
れまではオペレータ用表示ディスプレイが典型的に専用のワークステーションで作動する
ことが通常であったが、これはもはや以前ほど典型的ではない。将来を見越して考えると
、オペレータ用表示ディスプレイは、ワークステーション、ラップトップ、タブレットコ
ンピュータおよび個人用デジタル情報処理端末（ＰＤＡ）で稼動する必要がある。プロセ
ス工場オペレータ用表示ディスプレイの設計者は、使い易く、見栄えが良く機能的であり
、且つ高性能グラフィック・ステーションからＰＤＡおよびタブレットコンピュータなど
画像的に困難な側面を伴う環境に至るあらゆるもので良好に性能を発揮する表示ディスプ
レイを作り出す必要がある。かかる実施例において、画面のサイズと解像度は大いに異な
りうる。よって、画面サイズ及び又は解像度に関係なく、オペレータおよびその他の工場
要員は、機能的であり且つ迅速に重要事項や情報に彼らの注意を促すことができる表示デ
ィスプレイを必要とする。
【００１０】
　従来から、生じた問題(アラーム)、プロセス値の変化（表示ディスプレイ上の数値の変
化、棒グラフにおける変化、など）及び又は生じるだろう問題（早期イベント検出）に注
意を促すために、アラーム警報や表示のアニメーション化を含む様々な技法が使用されて
きた。但し、これらの技法では、オペレータが絶えず注意を払って画面を見て変更に気付
くかどうかに依存し、且つ又はオペレータが相当な目前の工学技術を必要とするとともに
プロセス工場に関する特定の知識を備えているかに依存する。単一のプロセス工場表示デ
ィスプレイが何百もの変動するプロセス・データ値を含むことは一般的である。また、こ
の同じ表示ディスプレイが、数十のアクティブ・アラームを如何なる時点において表示す
る可能性もある。人間がかかる大量データを視覚的に覚えて且つそれを追跡するのは困難
である。例えば、オペレータが、表示ディスプレイの一部分から一時的に注意散漫になっ
たとすると、前に何の状態、アラームおよび値が表示されていたかを思い出すのが困難で
ありうる。但し、このような視覚的記憶における共通の過失によって、発生したかもしれ
ない何らかの重要な変化をオペレータが直ちに且つ又は容易に認識できないことにつなが
りうる。履歴データに基づく傾向を表示ディスプレイの中に統合することは、この問題（
特にアナログ値の場合）に対処するのに効果的な従来からの一般的なやり方であるが、履
歴データに基づく傾向が消耗する表示領域の量により、また依然としてオペレータが意識
的に傾向を確認することを必要とするので、履歴データに基づく傾向の使用は多くの場合
実用的ではない。従って、もし工場の状態における重要な変化に関するデータ値をオペレ
ータが意識的に且つ又は積極的に監視していなければ、それらのデータ値は（たとえ表示
ディスプレイに表示されたとしても）容易に見逃されてしまう可能性がある。
【００１１】
　一般に、本明細書に記載される例示的な機器、方法および製造品は、オペレータの注意
を要するプロセス工場及び又はプロセスの一部分を自動的に同定し、且つかかる一部分ま
たは要素を強調表示するとともに状況に応じてオペレータ用表示ディスプレイのその他の
部分または要素を暗くして不明瞭にするようにオペレータ用表示ディスプレイを自動的に
修正変更するのに使用されうる。プロセス工場の特定の知識を用いて技術的設計を行われ
なければならない従来からの警報や表示のアニメーション化とは対照的に、本明細書に記
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載される例示的な方法、機器および製造品は、変化した（且つ又は変化している）のでよ
ってオペレータの注意を要しうるプロセス工場の一部分を同定するために、一般的には該
当する規則及び又はフィルタを利用する。例示的なオペレータ用表示ディスプレイに現在
何十または何百ものアラーム、プロセス変量などが表示されているとする。かかる実施例
において、オペレータは、各自の注意を最も必要とするプロセス工場の一部分を迅速に同
定する必要がありうる。但し、既存のプロセス工場オペレータ用表示ディスプレイを用い
てプロセス工場のかかる一部分を視覚的に同定することは困難でありうる。オペレータに
補助を提供するべく、本明細書に記載される例示的な方法と機器は、注意を要するプロセ
ス工場の部分または要素を同定するために一つ又は複数の規則、フィルタ及び又は経験則
を適用し、かかる要素または部分を強調表示するとともにオペレータ用表示ディスプレイ
のその他の部分または要素を状況に応じて暗くして不明瞭にするようにオペレータ用表示
ディスプレイを修正変更する。本明細書に記載されるように、かかる規則、フィルタ及び
又は経験則は、プロセス工場の特定の知識を必要とせずに定義され且つ又は実施されうる
。例えば、例示的な規則、フィルタ及び又は経験則は、最近変化した状態、現在変化して
いる状態、今までと異なった様態で（例えば、新しい変化率で）変化している状態を強調
表示したり、スポットライト表示したり、且つ又は特定の注意を引き付ける。例えば、新
規アラームのいずれかまたは全て、アラーム起動における変化、多大に逸脱するプロセス
変量、状態変更、フラグ、フラグ変化、新規項目、新規変動、直近の状態変化、一団とな
って発生するアラーム、変化率の逸脱、入力不良、厄介な制御ループ、装置の不具合、慢
性的なバルブの付着、及び故障・不具合のうちのいずれかまたは全てを同定してスポット
ライト表示しうる。
【００１２】
　図１は例示的なプロセス制御システム１００の概略図である。該図１の例示的なプロセ
ス制御システム１００は、一つ又は複数のプロセスコントローラ（図１においてはそのう
ち一つが１１０の参照番号で図示されている）と、一つ又は複数のオペレータステーショ
ン（図１においてはそのうち一つが１１５の参照番号で図示されている）と、一つ又は複
数のワークステーション（図１においてはそのうち一つが１２０の参照番号で図示されて
いる）とを含んでいる。例示的なプロセスコントローラ１１０、例示的なオペレータステ
ーション１１５とワークステーション１２０は、一般にアプリケーション制御ネットワー
ク（ＡＣＮ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）と指称される
ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）及び又はバス１２５を介して通信可能に連結
されている。
【００１３】
　図１の例示的なオペレータステーション１１５は、一つ又は複数のオペレータ用表示デ
ィスプレイ画面及び又はアプリケーションをプロセス工場オペレータが評価検討し且つ又
は操作することを可能にしたり、プロセス工場のオペレータがプロセス工場の変量を検覧
したり、プロセス工場の状態を検覧したり、プロセス工場の状態を検覧したり、プロセス
工場の警報アラームを検覧したりすることを可能にしたり、且つ又はプロセス工場の設定
を変更したりすること（例えば、設定点を及び又は作動状態を設定したり、アラームをク
リアしたり、アラームの音を弱めたりなど）を可能にする。一般に、かかる画面及び又は
アプリケーションはプロセス構成エンジニアにより設計され且つ又は実施される。以下、
図１の例示的なオペレータステーション１１５を実施する例示的な方法を、図２を参照し
て説明する。更に、例示的なオペレータステーション１１５を実施するのに使用しうる例
示的なオペレータ用表示アプリケーションを、図３、図４および図５を参照して以下説明
する。
【００１４】
　図１の例示的なオペレータステーション１１５は、オペレータによる注意を要しうるプ
ロセス工場の情報、データ、アラーム、設備、及び又はその他如何なる要素または部分を
自動的に同定するスポットライタ２３０（図２）を含み、且つ又は実施する。かかる要素
が同定されると、オペレータステーションで提示されるオペレータ用表示ディスプレイは



(7) JP 5603052 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

、同定された要素にオペレータの注意を引き付けるように自動的に修正変更される（図４
及び又は図５を参照）。幾つかの実施例では、注意が引き寄せられるべきプロセス制御要
素を同定するのに使用される規則、フィルタ及び又は経験則をオペレータが構成し且つ又
は定義しうる。例えば、オペレータは、新規のまたは直近のアラームがスポットライト表
示されるように指定しうる。それに加えて、又はその代わりとして、プロセス変量が５０
％以上予想範囲外にならない限り新規アラームをスポットライト表示するが、プロセス変
量が５０％以上制限範囲外になった場合はその制限範囲外のプロセス変量をスポットライ
ト表示するようにオペレータが指定しうる。当然のことながら、オペレータ及び又はプロ
セス構成エンジニアは、任意数の判定基準および任意数の判定基準優先度を含むようにか
かる規則、フィルタ及び又は経験則を構成でき且つ又定義できることが理解できるはずで
ある。例示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０により使用される規則
、フィルタ及び又は経験則は、プロセス工場の特定の知識を必要とせずに定義され且つ又
は実施される。例えば、新規アラーム、慢性的なバルブの付着、厄介な制御ループなどを
選択する規則は、プロセス工場及び又はプロセス工場により実施されるプロセス（複数可
）に関する何らかの知識を必要とせずに定義されうる。
【００１５】
　幾つかの実施例において、規則、フィルタ及び又は経験則は静的に定義される。それに
加えて、又はその代わりとして、オペレータ及び又はプロセス構成エンジニアは、スポッ
トライト表示規則およびフィルタ及び又は経験則を、プロセス工場の稼動中に定義し、作
成し且つ又は指定することができる。
【００１６】
　図１の例示的なワークステーション１２０は、一つ又は複数の情報技術アプリケーショ
ン、ユーザ対話型アプリケーション及び又は通信アプリケーションを実行するようにアプ
リケーション・ステーションとして構成されうる。例えば、ワークステーション１２０は
プロセス制御に関連するアプリケーションを主に実行するように構成しうる間、別のアプ
リケーション・ステーション（図示せず）はプロセス制御システム１００が如何なる所望
の通信媒体（例えば、無線、配線接続式の、など）およびプロトコル（例えば、ＨＴＴＰ
、ＳＯＡＰ、など）を用いてその他の装置またはシステムと通信することを可能にする通
信アプリケーションを主に実行するように構成しうる。図１の例示的なオペレータステー
ション１１５と例示的なワークステーション１２０は、一つ又は複数のワークステーショ
ン及び又はその他いかなる適切なコンピュータ・システム及び又は処理システムを用いて
実施しうる。例えば、シングルプロセッサのパソコン、シングルプロセッサまたはマルチ
プロセッサのワークステーションなどを使用してオペレータステーション１１５及び又は
ワークステーション１２０を実施することも可能であった。
【００１７】
　図１の例示的なＬＡＮ１２５は、いかなる所望の通信媒体とプロトコルを使用して実施
しうる。例えば、ＬＡＮ１２５は、配線接続式及び又は無線イーサネット（登録商標）通
信方式に基づきうる。但し、その他いかなる適切な通信媒体及び又はプロトコルを使用で
きることは、通常の技術を有する当業者であれば容易に理解できるはずである。更に、図
１ではＬＡＮ１２５が一つだけ設けられているが、二つ以上のＬＡＮ及び又はその他の代
替的な通信系ハードウェアを使用して、図１の例示的なシステム間に冗長通信路を提供す
るようにしても良い。
【００１８】
　図１の例示的なコントローラ１１０は、デジタルデータ・バス１３５と入・出力（Ｉ／
Ｏ）ゲートウェイ１４０を介して複数のスマート・フィールド装置１３０、１３１および
１３２に連結される。スマート・フィールド装置１３０－１３２はフィールドバス対応の
バルブ、アクチュエータ、センサーなどありえ、この場合、スマート・フィールド装置１
３０－１３２は、周知のファウンデーション・フィールドバス・プロトコルを使用し、デ
ジタルデータ・バス１３５を介して通信を行う。もちろんその他のタイプのスマート・フ
ィールド装置や通信プロトコルを代わりに使用しても良い。例えば、スマート・フィール
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ド装置１３０－１３２は、周知のプロフィバスおよびＨＡＲＴ通信プロトコルによりデー
タバス１３５を介して通信するプロフィバス（Ｐｒｏｆｉｂｕｓ）及び又はＨＡＲＴ対応
の装置でありうる。（Ｉ／Ｏゲートウェイ１４０と同一の及び又はそれに類似した）付加
的なＩ／Ｏ装置は、スマート・フィールド装置の追加グループ（ファウンデーション・フ
ィールドバス装置、ＨＡＲＴ装置などでありうる）がコントローラ１１０と通信すること
を可能にするべくコントローラ１１０に連結されうる。かかるスマート・フィールド装置
は、非スマート・フィールド装置よりも多くのデータ及び又は情報を提供しうる、よって
、本明細書に記載される方法と機器により取り扱われる情報過多問題（複数可）に寄与し
うる。
【００１９】
　例示的なスマート・フィールド装置１３０－１３２に加えて、一つ又は複数の非スマー
ト・フィールド装置１４５および１４６を例示的なコントローラ１１０に通信可能に連結
しうる。図１の例示的な非スマート・フィールド装置１４５および１４６は、例えば、め
いめいの配線接続式リンクを介してコントローラ１１０と通信する従来の４－２０ミリア
ンペア（ｍＡ）または０－１０ボルト直流（ＶＤＣ）装置でありうる。
【００２０】
　図１の例示的なコントローラ１１０は、例えば、エマソン・プロセスマネジメント社の
法人であるフィッシャー・ローズマウント・システムズ社により販売されるＤｅｌｔａＶ
（登録商標）コントローラでありうる。但し、その他のコントローラを代わりに使用する
ことも可能である。更に、図１ではコントローラ１１０が一つだけ設けられているが、い
かなる所望のタイプ及び又はいかなる所望のタイプの組み合わせの別のコントローラ及び
又はプロセス制御プラットフォームを更に追加してＬＡＮ１２５に連結することもできる
。如何なる場合も、例示的なコントローラ１１０は、オペレータステーション１１５を使
用しシステム・エンジニア及び又はその他のシステム・オペレータにより生成され且つコ
ントローラ１１０でインスタンス化され且つ又はダウンロードされたプロセス制御ルーチ
ンのうち、プロセス制御システム１００に関連する一つ又は複数のプロセス制御ルーチン
を実行する。
【００２１】
　図１には、より詳細にわたり後述されるプロセス工場オペレータに提示された情報に注
意を引き付けるための方法および機器を有利に採用しうる例示的なプロセス制御システム
１００が示されているが、本明細書に記載されるプロセス工場のオペレータに提示される
情報を制御するための方法と機器は、希望に応じて、図１に示される実施例よりも複雑な
（例えば、地理的な二箇所以上にわたって二つ以上のコントローラを含んでいるなど）、
またはそれほど複雑でないその他のプロセス工場及び又はプロセス制御システムにおいて
有利に採用しうることは、通常の技術を有する当業者ならば容易に理解できるはずである
。
【００２２】
　図２は、図１の例示的なオペレータステーション１１５を実施する例示的な方法を示す
。図２の例示的なオペレータステーション１１５は、少なくとも一つのプログラム可能プ
ロセッサ２０５を含んでいる。図２の例示的なプロセッサ２０５は、プロセッサ２０５の
メインメモリ２１０（例えば、ランダム・アクセス・メモリー（ＲＡＭ）及び又は読み出
し専用メモリー（ＲＯＭ）の中）にあるコード化指令を実行する。プロセッサ２０５は、
プロセッサコア、プロセッサ及び又はマイクロコントローラなど、いかなるタイプの処理
装置でありうる。プロセッサ２０５は、その他数ある中でも特にオペレーティングシステ
ム２１５、オペレータ用表示モジュール２２０、ユーザーインタフェース２２５、例示的
なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０およびスポットライト規則データベ
ース２３５を実行しうる。
【００２３】
　例示的なオペレーティングシステム２１５は、マイクロソフトのオペレーティングシス
テムでありうる。図２の例示的なメインメモリ２１０は、プロセッサ２０５により及び又
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はプロセッサ２０５内で実施し得て、且つ又は、プロセッサ２０５に動作可能な状態で連
結される一つ又は複数のメモリ及び又はメモリ素子でありうる。
【００２４】
　オペレータが例示的なプロセッサ２０５と対話できるようにするために、図２の例示的
なオペレータステーション１１５はいかなるタイプの表示ディスプレイ２４０を含みうる
。例示的な表示ディスプレイ２４０に含まれるものの例としてはこれらに限定されないが
、プロセッサ２０５及び又は（更に一般的には）例示的なオペレータステーション１１５
により実施されるユーザーインタフェース及び又はアプリケーションを表示する能力を有
するコンピュータ監視モニタ、コンピュータスクリーン、テレビ受像機、モバイル機器（
例えば、高度自動機能電話）などが挙げられる。
【００２５】
　図２の例示的なオペレーティングシステム２１５は、例示的な表示ディスプレイ２４０
により且つ又は例示的な表示ディスプレイ２４０にてアプリケーションユーザーインタフ
ェース（例えば、例示的なユーザーインタフェース２２５の如何なるもの）の表示画面を
表示し且つ又は容易に実施できるようにする。例示的なオペレータステーション１１５に
より実施されるアプリケーションとオペレータが交信するのを容易にするために、例示的
なオペレーティングシステム２１５は、例示的なオペレータ用表示モジュール２２０がユ
ーザーインタフェース２２５を定義でき且つ又は選択できるようにするアプリケーション
・プログラミング・インターフェース（ＡＰＩ）を実施し、定義され且つ又は選択された
ユーザーインタフェース２２５をオペレーティングシステム２１５に表示させ、且つ又は
表示するように指示する。また、例示的なオペレーティングシステム２１５は、図２の例
示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０がユーザーインタフェース２２
５を修正変更でき、且つ又はユーザーインタフェース２２５の一つ又は複数の部分または
要素をどのように強調表示及び又はスポットライト表示するかを指定できるようにするＡ
ＰＩも実施する。以下、図３、図４および図５を参照して例示的なユーザーインタフェー
ス２２５を説明する。
【００２６】
　プロセス工場のオペレータ用表示画面及び又はアプリケーションを提示するために、図
２の例示的なオペレータステーション１１５は、例示的なオペレータ用表示モジュール２
２０を含んでいる。図２の例示的なオペレータ用表示モジュール２２０は、一つ又は複数
のプロセスコントローラ（例えば、図１の例示的なコントローラ１１０）及び又はプロセ
ス工場制御システムのその他の要素からデータ及び又は情報を収集し、プロセス工場及び
又はオペレータにより選択されたプロセス工場の一部分の状態に基づいて特定のユーザー
インタフェース２２５（例えば、図３の例示的なインターフェース）を作成し且つ又は定
義するために収集されたデータ及び又は情報を用いる。該作成され且つ又は定義された画
面表示は、例示的なオペレーティングシステム２１５を介して且つ又は例示的なオペレー
ティングシステム２１５により例示的な表示２４０に表示される。また、例示的なオペレ
ータ用表示モジュール２２０は、（例えば、オペレータが、ユーザーインタフェース２２
５のユーザーインタフェース要素を選択し、調整し且つ又は操作するのに応答して）ユー
ザーインタフェース２２５を介してオペレータの入力を受け取り、適切な指令およびデー
タ及び又は情報をコントローラ１１０（且つ又は、更に一般的にはプロセス制御システム
１００）に送る。
【００２７】
　例示的なオペレータステーション１１５により収集された（且つ又はそれに提供された
）プロセス制御データ及び又は情報を用いて、図２の例示的なスポットライタ（スポット
ライト表示機構）２３０は、プロセス工場の警報アラーム、変量、設備、及び又はオペレ
ータの注意を要するその他如何なるオペレータ用表示ディスプレイの要素の一つ又は複数
を同定する。例示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０は、スポットラ
イト表示されるべきプロセス工場要素を同定するために、スポットライト規則、フィルタ
及び又は経験則２３５の一つ又は複数を適用する。スポットライト表示されるべきプロセ
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ス工場の要素が同定されると（且つ又は同定されるにつれて）、例示的なスポットライタ
（スポットライト表示機構）２３０は、同定された要素を強調表示するとともにユーザー
インタフェース２２５のその他の部分を状況に応じて完全にまたは部分的に暗くして不明
瞭にすることをオペレータ用表示モジュール２２０に通知する。例えば、スポットライタ
（スポットライト表示機構）２３０は、強調表示されるべき部分（複数可）または要素（
複数可）を指定することができ、それに伴いオペレータ用表示モジュール２２０が、対応
する修正変更をユーザーインタフェース２２５に加える。それに加えて、又はその代わり
として、例示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０は、ユーザーインタ
フェース２２５のどの部分（複数可）（例えば、円形領域、長方形領域、楕円形領域、星
型領域など）を強調表示するべきか（即ち、暗くして不明瞭にせずそのままにしておいた
り、且つ又は、目立つように色付けしたり、強調表示したり、且つ又は蛍光現象を伴う外
観を施したりするべきか）、そしてまたどの部分（複数可）を状況に応じて完全にまたは
部分的に暗くして不明瞭にするべきかを指定することができる。例えば、「グレイアウト
」したり（灰色で暗く不明瞭にしたり）、外観的に可視性を低下させたり、それらを表示
するのに使用されている色の彩度を低減させたりすることにより、且つ又は中間色または
パターン（例えば、灰色）の部分的にまたは完全に半透明な層を重ねて表示させたりする
ことにより、ユーザーインタフェース２２５の諸部分を暗くして不明瞭にすることができ
る。
【００２８】
　オペレータ用表示ディスプレイの一部分または要素は、いかなる数及び又はいかなるタ
イプ（複数可）の状態及び又は規則に基づいて「スポットライト表示しない」ようにする
こともできる。例えば、構成可能な長さの時間一部分または要素をスポットライト表示し
てから自動的にスポットライト表示を解除できるし、別の部分または要素がスポットライ
ト表示されるべく同定されるまで該一部分または要素を暗く不明瞭にせずそのままにして
おいたりもできるし、オペレータが一部分または要素を認識するまで該一部分または要素
をスポットライト表示したままにするなどできる。なおまた、幾つかの実施例において、
オペレータが、オペレータ用表示ディスプレイの一部分または要素の自動スポットライト
表示を有効及び又は無効に設定できる。なおさらに、二つ以上の部分及び又は要素を同時
にスポットライト表示することができる。なおまた、未表示に設定されている、開かれて
いない、且つ又は無効に設定されているオペレータ用表示ディスプレイウィンドウの部分
及び又は要素をスポットライト表示して、それによって新たに表示された、新たに開かれ
た、且つ又は新たに有効に設定されたオペレータ用表示ディスプレイウィンドウにオペレ
ータの注意が向けられた時に、注意を要する一つ又は複数の項目に対して迅速に且つ又は
実質的即座にオペレータの注意を引き寄せられるようにできる。
【００２９】
　例示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０により使用される規則を格
納するために、図２の例示的なオペレータステーション２１０はスポットライト規則デー
タベース２３５を備えている。如何なるタイプ及び又は如何なる数の言語（例えば、ＸＭ
Ｌ）レコードおよびフィールド及び又はエントリを使用して、図２の例示的なスポットラ
イト規則データベース２３５は、特定の警報アラーム、変量、設備、及び又はオペレータ
の注意を要するプロセス工場のその他如何なる要素を同定するべく、スポットライタ（ス
ポットライト表示機構）２３０により使用される規則およびフィルタ及び又は経験則を格
納する。例示的なスポットライト規則データベース２３５は、いかなるタイプ（複数可）
及び又は如何なる数のメモリ（複数可）及び又は記憶装置（複数可）を使用して格納しう
る。スポットライト規則データベース２３５の中に格納され例示的なスポットライタ（ス
ポットライト表示機構）２３０により使用される規則、フィルタ及び又は経験則は、特定
のプロセス工場の特定の知識を要さずに定義され且つ又は実施されうる。例えば、所定期
間（例えば、１分）内に生じた新規アラームの変化またはアラーム起動における変化を選
択する規則は、プロセス工場及び又はプロセス工場により実施されるプロセス（複数可）
に関する如何なる知識無しに定義できる。それに加えて、又はその代わりとして、オペレ
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ータ及び又はプロセス構成エンジニアは、スポットライト表示の規則、フィルタ及び又は
経験則２３５をプロセス工場の作動中に定義でき、作成でき且つ又は指定できる。
【００３０】
　図１の例示的なオペレータステーション１１５を実施する例示的な様態が図２に示され
ているが、図２に示されるデータ構造、要素、工程および装置を、組み合わせたり、分割
したり、再配置したり、省略したり、取り除いたり、且つ又はその他如何なる方法で実施
したりしても良い。更に、図２の例示的なオペレーティングシステム２１５、例示的なオ
ペレータ用表示モジュール２２０、例示的なユーザーインタフェース（複数可）２２５、
例示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０、例示的なスポットライト規
則データベース２３５、及び又は更に一般的には例示的なオペレータステーション１１５
は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアにより、及び又はハードウェア、ソフ
トウェア及び又はファームウェアのいかなる組み合わせにより実施しうる。更になお、例
示的なオペレータステーション１１５は、図２に示されるものの代わりに、またはそれに
加えて、付加的な要素、工程及び又は装置を含んでいても良く、且つ又は、図示されるデ
ータ構造、要素、工程および装置のうちのいずれかまたは全てを二つ以上含んでいても良
い。なおまた、図１の例示的なオペレータステーション１１５は共有サーバの指示を求め
ることなくオペレータ用表示ディスプレイをスポットライト表示するように作動するが、
図２の例示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０は、それに加えて、又
はその代わりとして、オペレータ用表示ディスプレイのどの部分（複数可）に注意が引き
寄せられるべきかを決定するために共有サーバの指示を求めるようにすることも可能であ
る。
【００３１】
　図３、図４および図５は、オペレータ用表示ディスプレイ及び又はオペレータ・アプリ
ケーション、及び又は更に一般的には図１の例示的なオペレータステーション１１５を実
施するのに使用されうる例示的なユーザーインタフェースを示す。図４の例示的なユーザ
ーインタフェースは、図３の例示的なユーザーインタフェースの別のバージョンであり、
注意を引き寄せるべきプロセス工場の要素が同定されてユーザーインタフェースにおいて
要素が強調表示され且つ又はスポットライト表示された後の状態を示すものである。
【００３２】
　プロセス・データ及び又は情報を表示するために、図３の例示的なユーザーインタフェ
ースは、任意数のユーザーインタフェース表示要素を含んでおり、図３ではそのうち二つ
が３０５と３１０の参照番号で示されている。例示的な表示要素３０５は、右端のタンク
（ＬＩＣ＿ＴＡＮＫ３）内の現在の液面レベルを表示する。同様に、例示的な表示要素３
１０は、左端タンク内の現在の液面レベルを表示する。
【００３３】
　プロセス工場のデータ、プロセス工場から収集された情報及び又は変量に基づいて、図
２の例示的なスポットライタ（スポットライト表示機構）２３０は、図４に示されるよう
に、右端のタンクのレベル３０５が強調表示されるべきである判断する。図４に示される
如く、レベル３０５を囲む円形領域４０５は暗く不明瞭になっていない（例えば、未変更
）が、実質的にオペレータ用表示ディスプレイの残りが部分的に暗く不明瞭な状態になっ
ている。図示される如く、図４の例示的なユーザーインタフェースを使用することにより
、オペレータの注意を簡単に且つ又は急速にレベル３０５に引き付けることができる。図
４ではレベル３０５だけがスポットライト表示されているが、図３および図４のオペレー
タ用表示ディスプレイのその他の要素も同様に強調表示することも可能である。なおまた
、スポットライタ（スポットライト表示機構）２３０により使用される規則、フィルタ及
び又は経験則２４０による決定に従って、オペレータ用表示ディスプレイの要素を二つ以
上同時に強調表示することも可能である。
【００３４】
　図５の例示的なユーザーインタフェースは、図３の例示的なユーザーインタフェースの
更に別のバージョンを示し、注意が引き付けられるべきプロセス工場の要素が同定された
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後にユーザーインタフェースにおいて該要素が強調表示され且つ又はスポットライト表示
された状態のものである。図５に示される実施例では、領域５０５に注意を引き付けるよ
うにレベル３０５の周りの領域５０５が強調表示されている。例えば、領域５０５が例え
ば蛍光現象を伴うかのように表示されるように、例示的な領域５０５を描写したり、色付
けしたり、且つ又は影付きを施したりしうる。
【００３５】
　なおまた、オペレータ用表示ディスプレイの一部分に対して容易に注意を引き付けられ
るように、地理的領域を動かしたり、それの色を変更したり且つ又は修正したりしても良
い。
【００３６】
　幾つかの実施例では、オペレータ用表示ディスプレイの一部分をもはやスポットライト
表示する必要がなくなった場合に、スポットライト表示が一定の時間をかけて次第に消え
、且つ又は衰退するようになっており、それによって、プロセス工場の要素への対処はも
はや必要とされないことについてオペレータの注意を引き付ける。それに加えて、又はそ
の代わりとして、オペレータ用表示ディスプレイの一部分を強調表示するのに使用される
方法は、オペレータ用表示ディスプレイが現在どのように使用されているかに依存する。
例えば、オペレータが現在オペレータ用表示ディスプレイと交信中の場合、オペレータ用
表示ディスプレイの使用を妨げることなく蛍光減少を伴って表示されるように表示ディス
プレイの同定された一部分を修正変更することによりスポットライト表示が実行される。
但し、オペレータが現在オペレータ用表示ディスプレイと交信中でない場合には、オペレ
ータのオペレータ用表示ディスプレイとの交信を妨害する危険無く、表示ディスプレイの
強調表示されていない部分を完全にまたは部分的に暗くして不明瞭にすることができる。
【００３７】
　図６は、図１及び又は図２の例示的なオペレータステーション１１５を実施するために
実行されうる例示的なプロセスを代表するフローチャートである。図６の例示的なプロセ
スは、例えば、プロセッサ、コントローラ及び又はその他いかなる適切な処理装置により
実行しうる。例えば、図６の例示的なプロセスは、プロセッサ（例えば、図７を参照して
後述される例示的なプロセッサＰ１０５）と関連するフラッシュメモリ、ＲＯＭ、ランダ
ムアクセス記憶装置ＲＡＭ、消去可能プログラム可能読出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、
電気的消去可能プログラム可能読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、コンパクトディスク
（ＣＤ）、ディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）などの有形コンピュータ及び
又は機械アクセス可能な及び又は読み取り可能な媒体に格納されるコード化指令において
具現化されうる。あるいは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）（複数可）、プログラム
可能論理回路（ＰＬＤ）（複数可）、フィールド・プログラム可能論理回路（ＦＰＬＤ）
（複数可）、離散論理、ハードウェア、ファームウェアなどのいかなる組み合わせを使用
しても、図６の例示的な動作の幾つかまたは全てを実施しうる。更に、図６に示される動
作の一つ又は複数を、マニュアル操作で実施しうる、または前述のいかなる技法のいかな
る組み合わせ（例えば、ファームウェア、ソフトウェア、離散論理及び又はハードウェア
のいかなる組み合わせ）として実施しうる。更に、図６の例示的なプロセスは図６のフロ
ーチャートに関連して説明されているが、その他の多くの方法を採用して図６の例示的な
プロセスを実施しうることは、通常の技術を有する当業者ならば容易に理解できるはずで
ある。例えば、諸ブロックの実行命令は変更されうるものであり、且つ又は、記載される
ブロックの幾つかは、変更、削除、再分割、または混合されうるものである。加えて、図
６の例示的な動作の如何なるものまたは全ては、例えば、別の処理スレッド、プロセッサ
、装置、離散論理、回路などにより並行させて行いうること、且つ又は順次に行いうるこ
とも、通常の技術を有する当業者ならば理解できるはずである。
【００３８】
　図６の例示的なプロセスは、例示的なオペレータ用表示モジュール２２０がユーザーイ
ンタフェース（例えば、図３の例示的なユーザーインタフェース）を表示した時点で開始
される（ブロック６０５）。例示的なオペレータステーション１１５は、プロセス制御デ
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ータ、情報及び又は変量を収集し且つ又は更新する（ブロック６１０）。例示的なスポッ
トライタ（スポットライト表示機構）２３０（図２）は、一つ又は複数の警報アラーム、
変量および設備及び又は注意を要するオペレータ用表示ディスプレイのその他の要素を決
定するために、収集された且つ又は更新された制御データに一つ又は複数のスポットライ
ト規則２３５を適用する（ブロック６１５）。一つ又は複数のオペレータ用表示ディスプ
レイの要素のスポットライト表示を変更する必要がある（ブロック６２０）場合、スポッ
トライタ（スポットライト表示機構）２３０は、同定された要素のスポットライト表示を
修正変更するようにユーザーインタフェースを修正変更するよう例示的なオペレータ用表
示モジュール２２０に依頼し且つ又は指示する（ブロック６２５）。その後、修正変更済
みのユーザーインタフェースを表示するべく制御がブロック６０５に戻る。スポットライ
ト表示を変更する必要がない（ブロック６２０）場合、ユーザーインタフェースを修正変
更せずに制御がブロック６０５に戻る。
【００３９】
　図７は、図１及び又は図２の例示的なオペレーターワークステーション１１５を実施す
るように使用され且つ又はプログラムされうる例示的なプロセッサ・プラットフォームＰ
１００の概略図である。例えば、プロセッサ・プラットフォームＰ１００は、一つ又は複
数の凡用プロセッサ、プロセッサコア、マイクロコントローラなどにより実施することが
できる。
【００４０】
　図７の実施例のプロセッサ・プラットフォームＰ１００は、少なくとも一つ汎用プログ
ラム可能プロセッサＰ１０５を含んでいる。プロセッサＰ１０５は、プロセッサＰ１０５
のメインメモリ（例えば、ＲＡＭ　Ｐ１１５及び又はＲＯＭ　Ｐ１２０の中）に格納され
ているコード化指令Ｐ１１０及び又はＰ１１２を実行する。プロセッサＰ１０５は、プロ
セッサコア、プロセッサ及び又はマイクロコントローラなど、如何なるタイプの処理装置
でありうる。本明細書に記載される例示的な方法と機器を実施するために、プロセッサＰ
１０５は、その他数ある中でも特に図６の例示的なプロセスを実行しうる。
【００４１】
　プロセッサＰ１０５は、バスＰ１２５を介してメインメモリ（ＲＯＭ　Ｐ１２０及び又
はＲＡＭ　Ｐ１１５を含む）と連通する。ＲＡＭ　Ｐ１１５は、動的ランダムアクセス記
憶装置（ＤＲＡＭ）、同期型動的ランダムアクセス記憶装置（ＳＤＲＡＭ）、及び又はそ
の他如何なるタイプのＲＡＭ装置（複数可）により実施しうる。また、ＲＯＭは、フラッ
シュメモリ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ、ＤＶＤ及び又はその他所望の如何なるタ
イプの記憶装置（複数可）により実施しうる。メモリＰ１１５およびメモリＰ１２０へア
クセスは、メモリ・コントローラ（図示せず）により制御されうる。例示的なメモリＰ１
１５は、図２の例示的なスポットライト規則データベース２３５を実施するのに使用され
うる。
【００４２】
　また、プロセッサ・プラットフォームＰ１００はインターフェース回路Ｐ１３０も含ん
でいる。インターフェース回路Ｐ１３０は、例えば外部メモリインターフェース、シリア
ルポート、汎用入・出力など、如何なるタイプのインターフェース標準により実施しうる
。一つ又は複数の入力装置Ｐ１３５および一つ又は複数の出力装置Ｐ１４０が、インター
フェース回路Ｐ１３０に接続されている。入力装置Ｐ１３５は、例えば、プロセス制御デ
ータ、情報及び又は変量を収集するために使用しうる。例示的な出力装置Ｐ１４０は、例
えば、例示的な表示ディスプレイ２４０（図２）にてユーザーインタフェースに２２５を
提示するために使用しうる。
【００４３】
　特定の例示的な方法、機器および製造品を本明細書に記載したが、本特許の適用範囲は
それに限定されるものではない。また、かかる実施例は、本発明の説明に役立つ非限定的
な具体例として記載されているに過ぎず、そればかりでなく、本特許は、字義的にもしく
は均等論に基づいて添付の特許請求の範囲内に公正に含まれるとされる方法、機器および
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製造品の全てを網羅するものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図４】
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